
千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則について 

 

総 務 部 税 務 課  

 

〔改正理由〕 

 地方税法の一部改正に伴い所要の規定及び様式の整備を行うとともに、その他所要の様

式の整備を行うため、千葉県県税条例施行規則（平成１９年千葉県規則第３７号）の一部

を改正した。 

改 正 の 概 要 備 考 

１ 改正内容 

（１）記録命令付差押えが廃止され、代わりに電磁的記録提供命令の  

仕組みが導入されたことに伴い、所要の規定の整備を行った。 

（第２条、別記第１号様式関係） 

（２）自動車税環境性能割が廃止され、現行の自動車税種別割が自動車

税とされたことに伴い、所要の規定の整備を行った。 

（第４条～第６条、第１１条、第５２条、第５３条、第５５条、第５６

条の２～第５６条の４、第５９条、第６１条、第６２条、第６５条～

第６７条、別記第６号様式、別記第３７号様式、別記第３９号様式、

別記第４０号様式、別記第４２号様式～別記第４４号様式、別記第

１０１号様式の２、別記第１０１号様式の１０～別記第１０１号 

様式の１６、別記第１０２号、様式別記第１１０号様式、別記第  

１１１号様式、別記第１１３号様式、別記第１１４号様式関係） 

（３）法人の県民税の減免に関する規定について、千葉県県税条例第  

２３条第２項において減免対象となる法人を定めるために引用した

地方税法第２４条第５項の規定が改正されたことに伴い、所要の規

定の整備を行った。 

（第１６条、第１７条関係） 

（４）その他、所要の様式の整備を行った。 

（別記第５６号様式、別記第５９号様式関係） 

 



 

２ 施行期日 

・（１）     令和９年１０月１日 

・（２）～（４） 令和８年４月１日 


